
令和７年度中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護審議会会議録 

 

日時：令和７年９月 30 日（火） 午後２時～午後２時 49 分 

場所：中野市人権センター 会議室１ 

 

出席者：委員（敬称略）山田正彦（会長）、永沢清生、中村幹夫、小田切洋子、 

尾島和夫、都筑京子（副会長）、髙橋精一、長澤京子、 

矢澤則夫、黒岩守人、小林藤雄    （計 11 名） 

 

事務局    くらしと文化部長 

       人権・男女共同参画課長 

       人権尊重係長            （計３名） 

 

欠席者：委員（敬称略）芝内七郎、須山千才、西山貴哉    （計３名） 

 

１ 開  会     人権・男女共同参画課長 

 

２ あいさつ     くらしと文化部長 

 

３ 自己紹介     委員（名簿順）、事務局の順 

 

４ 正副会長の選出  会長 山田正彦   副会長 都筑京子 

 

５ 会議事項（進行：山田会長） 

会長 

それでは、次第５の会議事項に進みます。 

⑴本審議会の役割について、事務局から説明をお願いします。 

 

⑴ 本審議会委員の役割について 

（説明：人権尊重係長） 

 ・中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護審議会の概要を説明 

 

会長 

ただいまの説明について、意見や質疑がありましたらお願いします。 

（意見、質疑なし） 

 

 



会長 

意見や質疑がなければ次に進みます。 

⑵中野市における人権政策について、事務局から説明をお願いします。 

 

⑵ 中野市における人権政策について 

（説明：人権尊重係長） 

 ・人権のまちづくり事業の概要を説明 

 

会長 

ただいまの説明について、意見や質疑がありましたらお願いします。 

 

委員 

要望として。生活しやすいということを考えると、災害時のトイレの問題が出て

くる。市内の公のトイレが古い、洋式化が進んでいないところがまだある。洋式

でないと使えないという子どもたちが多い。こうした一つの事例から人権とはど

ういうことかと考えると、一律的に予算を組んでいただき、インバウンドにも対

応できるようにしていただくと、この地域は非常に思いやりがあるすばらしい所

だなと感じられると思う。今後の予算付けを考えてもらえると嬉しい。 

 

事務局 

人権センターで申し上げると、これまで女子トイレ和式２・洋式１だったとこ

ろ、昨年度洋式化を実施し快適な環境に整備したところです。 

要望として承ります。 

 

会長 

他にご意見等ありますでしょうか。ないようでしたら、次に進みます。 

⑶ 人権尊重都市宣言に係る啓発事業について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

⑶ 人権尊重都市宣言に係る啓発事業について 

（説明：人権尊重係長） 

 ・市では令和４年３月に人権尊重都市を宣言しており、本年は宣言制定３周年

となることから、あらたな啓発事業について委員の皆様にご意見をいただき

たいと考えている。 

・既に実施している啓発方法として、市役所の懸垂幕塔への懸垂幕の掲示、人

権センター及び豊田庁舎敷地に啓発看板の設置、啓発用クリアファイルを作

成し、区・分館人権教育懇談会等で配布がある。 



・市では「差別をなくす講演会」を例年開催しているが、宣言制定３周年記念

講演会として開催したいと考えている。 

 ・市広報の５月号・12 月号で人権啓発特集ページとして啓発に活用している

が、さらに活用する方法が考えられる。 

 ・公用車を利用した啓発として、マグネットシートの作成を提案する。 

 

会長 

ただいまの説明について、意見や質疑がありましたらお願いします。 

 

委員 

桃太郎旗はどうか。人権週間が決まっていると思うが、その期間、私に預けてい

ただければ喜んで自宅玄関先に設置する。皆が関心をもってくれると思う。協力

いただける委員のお宅にも設置していただければ、地域の意識も変わると思う。

予算があれば是非作っていただきたい。いかがか。 

 

事務局 

今いただいた意見を参考に、桃太郎旗を検討してまいります。 

人権週間に合わせて桃太郎旗を作成した場合は、人権擁護委員による街頭啓発で

掲げさせていただく、人権センターの前に掲げさせてもらうなどの方法もござい

ますので、そういった事も含め考えてまいります。 

 

会長 

人権擁護委員の立場で。人権週間中に中野市の人権擁護委員による啓発活動は 

１回だけです。今のところ 12 月４日に信州中野駅前で実施する予定です。その時

以外に、市の方で広報していただいていますが、なかなか周知が難しい状況で

す。今現在、法務局から啓発物品・啓発資料などの予算化をいただけないもので

すので、もし市でそのようにしていただけるとありがたいです。 

 

会長 

他にご意見等ありますでしょうか。ないようでしたら、次に進みます。 

次第６以降は事務局でお願いします。ご協力ありがとうございました。 

 

６ その他 

＜委員から＞ 

・豊田人権センターの機能移転に伴う地元と調整について要望があった。 

・中高地区人権に係る住民意識調査について、設問の趣旨及び前回調査からの 

変更点をわかりやすくすべきと意見があった。 



・いじめ問題について、市で実態を把握し対応してほしいと要望があった。 

 

＜事務局から＞ 

・委員報酬の金額、支払について説明した。 

・差別をなくす市民集会の案内と参加を依頼した。 

 

７ 閉  会     人権・男女共同参画課長 

（午後２時 49 分） 


